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第１条第１条第１条第１条 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社（以下「当会社」という。）は、放送法（昭和２５年法律第１

３２号）第６条の定めるところにより、「宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社放送番組審議会」（以

下「本会」という。）を設置する。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第２条第２条第２条第２条 本会は、公共の福祉を増進し、放送番組の向上改善と適正を図るため、当会社の放送番組を審議す

ることを目的とする。 

 

第第第第３条３条３条３条 本会は、当会社放送事業者の諮問に応じて次の事項につき審議する。 

（１） 放送番組基準の制定または変更に関する事項 

（２） 放送番組編集に関する基本計画の制定または変更に関する事項 

（３） その他審議会の目的を達成するため必要と認める事項 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第４条第４条第４条第４条 本会は、前条による審議結果を放送事業者に答申する。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第５条第５条第５条第５条 本会は、放送番組の向上改善と適正を図るため必要と認めるときは、放送事業者に対し意見を述べる

ことができる。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第６条第６条第６条第６条 放送事業者は､本会の答申及び意見を尊重し、必要な措置をとらなければならない。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第７条第７条第７条第７条 本会は、原則として、当会社の放送区域内に居住する学識経験者を中心に、放送事業者が選考し委

嘱する委員をもって組織する。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第８条第８条第８条第８条 本会は、委員長１名を委員の互選により放送事業者が委嘱する。 
   （改正 平成２６年第８回） 

 

第９条第９条第９条第９条 本会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第１０条第１０条第１０条第１０条 本会の会議は、原則として、奇数月の年６回開催し、放送事業者が召集する。 

２  前項の開催が、諸般の事情により困難ないときは、その月を休会とすることができる。 

３  本会は、委員総数の半数以上の出席があったとき成立する。 
   （改正 平成２６年第８回 第９回） 

 

第１１条第１１条第１１条第１１条 本会は、当会社に対し必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。 

 

第１２条第１２条第１２条第１２条 本会には、当会社の番組及び編成責任者を出席させることができる。 

 

第１３条第１３条第１３条第１３条 本会の事務を処理する審議会事務局を当会社放送局に置く。 

    

第１４条第１４条第１４条第１４条 その他、本会の運営は、放送法の規定に基づく。 
   （改正 平成２６年第８回） 


